
 

 
本制度は、排出量取引制度という仕組みを導入することで、事業者の自主的・積極的な努 

力を促し、費用効率的かつ確実に温室効果ガス排出量の削減を達成することを目的として 

います。  

 

 

この制度は、事業者の自主的な参加に基づくものです。  

この制度には、２通りの方法により参加することができます。  

 
 

① 目標保有参加者  

・一定量の排出削減を約束して、省エネルギー・石油代替エネルギーによる CO2
排出抑制設備の導入に対する補助金と排出枠の交付を受ける参加者 

・CO2 排出抑制設備に対する補助金（自主削減目標設定に係る設備補助事業）の
公募（2005年 2～4月上旬）を通じて、目標保有参加者を公募します。  

② 取引参加者  

・排出枠等の取引を目的として、登録簿に口座を設け、取引を行う参加者。取引

参加者には、排出枠の初期割当はありません。  

・取引参加者の公募は 2005年度後半に行います。  
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本制度の流れは以下のようになっています。  

 

参加者の募集 
国内における省エネルギー・石

油代替エネルギーによる 

CO2 排出抑制設備への補助金
の対象事業者の募集 

＝ 目標保有参加者の募集 

2005年 4～5月 

2005年 5月～ 

2005年 2～4月 

設備の設置 

目標保有参加者は、CO2排出抑
制設備を整備（2005年度中） 

採択 
補助事業者（＝目標保有参加者）

の採択。 

採択された事業者は、自主的な

排出削減目標の設定と引き替え

に、環境省から補助金の交付決

定を受け、目標保有参加者とし

て、制度に参加する（＊補助金

の支払いは 2006 年 4 月末まで
に行われる） 

2005年 5月～ 基準年度排出量の算定・検証 

目標保有参加者は、基準年度

(2002～2004 年度)の排出量を
算定し、検証機関による検証を

受ける（～10月） 

取引参加者の募集 2005年後半 

排出枠の交付 

検証機関による検証を受けた目

標保有参加者は、環境省より排

出枠の交付を受ける 

 

 

 

 

2006年 4月 



 

 

削減対策実施期間 （2006 年
度）排出量の算定・検証 

目標保有参加者は2006年度の

排出量の算定を行い、検証機

関による検証を受ける。 

目標保有参加者は、整備した

設備を活用して、排出削減に

取り組む。 

目標保有参加者は、自社の排

出状況に応じて、他の目標保

有参加者・取引参加者と排出

枠の取引を行う。 

調整取引 

目標保有参加者は、調整取引

期間を利用して、自社の排出

量に応じて過不足分を売買し

て補う。 

排出枠の提出（償却） 

目標保有参加者は、2006 年
度の排出量に応じた排出枠

を環境省に提出（償却）する。 

 

削減対策実施・排出枠取引期間 

 

2007年 4月～6月 

2006年 4月～ 
2007年 3月 

2007年 6月頃 

2007年 6月頃 

 

 

 



 

 

 

 


